
　職業　生活支援員

　３名（男女不問）

　相談支援事業、地域活動支援センターの支援スタッフ

　（相談対応、プログラム活動や事務の補助など）

　①豊玉障害者地域生活支援センターきらら（練馬区豊玉北５－１５－１９）

　②石神井障害者地域生活支援センターういんぐ（練馬区石神井町７－３－２８）

　臨時職員

　時給１，２００円

　週１～４日　　　　　　　（特に土日が可能な方、応相談）

　A．８：３０～１７：１５、B．１１：３０～２０：１５（交代制）

　※勤務時間については、応相談可

　①水・祝日・年末年始　　②火・祝日・年末年始

　※相談可

(1)　年　　齢 　不問

(2)　資格免許等 　精神保健福祉士、または社会福祉士があれば望ましい

(3)　学　　歴 　専門学校卒以上  ※大学・専門学校在学中の方も可

(4)　業務経験 　不問

(1)　提出書類 　履歴書　

　①〒１７６－００１２　練馬区豊玉北５－１５－１９豊玉すこやかセンター６階

　　豊玉地域生活支援センターきらら

　②〒１７７－００４１　練馬区石神井町７－３－２８石神井保健相談所１階

　　石神井障害者地域生活支援センターういんぐ

　※勤務を希望するセンターへ送付してください

　※いずれも封筒表に臨時職員応募書類と明記すること

　令和6年5月1日～随時

　※持参、郵送どちらも可　※募集人員が埋まり次第終了

(1)　面接試験 　１人２０分程度

(2)　面接日時 　随時　　※きらら・ういんぐよりお伝えします

　①〒１７６－００１２　練馬区豊玉北５－１５－１９豊玉すこやかセンター６階

　　豊玉地域生活支援センターきらら

　②〒１７７－００４１　練馬区石神井町７－３－２８石神井保健相談所１階

　　石神井障害者地域生活支援センターういんぐ

　後日、郵送にて通知

　①豊玉障害者地域生活支援センターきらら

　　所長　菊池　貴代子　℡０３－３５５７－２０２０

　②石神井障害者地域生活支援センターういんぐ

　　所長　益子　憲明　 　℡０３－３９９７－２１８３

勤　務　先

社会福祉法人　練馬区社会福祉協議会　　　障害者地域生活支援センター

臨時職員採用試験実施要綱

採　用　職　種

募　集　人　員

勤　務　内　容

雇　用　形　態

賃　　　金

週 勤 務 日 数

休　　日

採　用　月　日

選考結果

問い合わせ先

勤務時間

二次選考

応募方法

(3)　募集期間

応募資格

(2)　提 出 先

(3)　会　　場


